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論文要約 

 

序章 平安時代の儀式と音楽に関する研究と本稿の課題 

 

 本論文で取り上げるのは、王朝国家の宮廷儀礼・行事である、相撲、賭弓、競馬などの

勝負儀礼と、儀礼で勝負楽等の音楽を奏する奏楽機関である。歴史学の分野における儀式

や年中行事をテーマとした研究は、倉林正次『饗宴の研究』儀礼編・文学編（桜楓社、1965
年・1969 年）、山中裕『平安朝の年中行事』（塙書房、1972 年）を先駆とし、1980 年代に

は、儀式の行われる「場」や儀式の参列者に焦点を当てて儀式の成立や展開・構造の変化

を分析し、その背後にある国家構造・政治システムの変容・展開を解明する研究が進めら

れた。儀式を素材に政治機構や国家構造の研究に取り組まれた古瀬氏は、摂関期を、過渡

的様相を示しながらも律令制の最後の段階と位置づけられた*1。氏の研究視角を継承した

大日方克巳氏は、本論文で取り上げる歩射・相撲・弓馬の儀礼の成立過程および展開を、

律令国家の成立・展開と関連させてとらえ、9 世紀から 10 世紀における変質の様相につ

いて検討された*2。氏の見解は、10 世紀以降の儀礼は律令国家の国家儀礼である節会が縮

小・変質・分解した結果であるというものであり、平安中期を律令国家の崩壊過程と理解

されていることになるが、それでは 10 世紀に始まる儀礼・行事が院政期へと継承・発展

していく事実を説明することはできず、平安中期の国家・宮廷のあり方を正確に把握しえ

ない。筆者は、相撲節会と召合についての検討から、9 世紀末から 10 世紀初頭に儀礼が

転換したことを明らかにし、同時期に国家のあり方が転換したとの見通しを得た。よって

筆者は、平安中期の国家を 9 世紀末から 10 世紀初頭の国制改革を経て律令国家から改良

的に転換した王朝国家としてとらえる立場*3から宮廷儀礼の研究を行い、10 世紀以降の宮

廷儀礼の成立過程や特質を明らかにする。 

 本論文では儀礼で奏される音楽を儀礼分析の視角とする。音楽は儀礼・行事の主要な要

素の一つであり、儀礼の構造や特質の解明に有効な視角である。音楽制度史に関する代表

的な研究は、林屋辰三郎氏の『中世芸能史の研究』（岩波書店、1960）であり、氏は雅楽

寮について、9 世紀中頃から奏楽に携わるようになった近衛府と 10 世紀初頭に設置され

た楽所の発展により衰退したとされた。有吉氏は、9 世紀に雅楽寮と近衛府の奏楽する儀

礼が峻別・固定化したことを明らかにされ、常設楽所設置の過程について考察された*4。

近年では、雅楽寮は 11 世紀でも奏楽機関としての役割を果たしていた実態が明らかにな

り*5、9 世紀衰退論は否定され、永田氏・荻氏・志村氏らによって各奏楽機関の役割や楽

所の成立過程・構成についての専論が発表された*6。しかし、有吉氏が提示された奏楽機

会の峻別・固定化の基準や、各奏楽機関の役割、内裏常設楽所設置の必要性など、具体的

に解明されていない点が多い。これは、奏楽機関の成立・展開が、音楽を奏する場である

儀礼・行事や、儀礼体系の転換と関連づけられていないためである。したがって、本論文



では、三つの奏楽機関の成立・展開・機能などについて、奏楽機会である儀礼・行事の展

開や性格、およびその背後にある儀礼体系の違いを軸に検討する。前半部(第一章～第四

章)で行う、律令国家の国家儀礼の展開と特質に対する王朝国家宮廷儀礼の成立と特質に

関する検討をもとに、後半部(第五章～七章)で各奏楽機関の役割や展開を考察したい。 

 

第一章 儀式書に見る平安時代の勝負儀礼の勝敗と勝負楽 

 

 本章では、10 世紀以降、宮廷で勝負儀礼として行われた相撲召合・正月賭弓・競馬を

取り上げ、儀式書の記述をもとに、勝負儀礼における勝負楽の曲目と奏され方の規則性を

検討した。相撲召合の勝負楽の曲目は、左方が抜頭、右方が納蘇利であり、①最手勝方勝

負楽、②総計勝方勝負楽、の順に奏された。正月賭弓と競馬の勝負楽の曲目は、左方が陵

王、右方が納蘇利であり、総計勝方の勝負楽が奏された。これら三種の勝負儀礼の奏楽の

あり方には、9 世紀までと 10 世紀以降とで大きな違いがある。9 世紀までは、相撲の場合、

相撲「節会」において総計勝方勝負楽はなく、賭弓は「勝負楽」ではなく「懸物」であり、

競馬の場合、五月五日節会当日の勝方勝負楽ではなく、十月の「競馬負態」であった。こ

のような 9 世紀段階のあり方が、10 世紀以降は当日に総計の勝方が勝負楽を奏する様式

へ転換し、勝負儀礼の勝負楽の方式として統一されたのである。この奏楽様式の原理的な

転換は、勝負楽が奏される場である儀礼そのもののあり方が転換したためと考えられ、10
世紀以降の勝負儀礼が、単に 9 世紀までの儀礼が縮小・衰退した過程や結果だととらえた

のでは説明できない。また、奏楽様式が転換した時期はいずれも 10 世紀初頭であり、三

種の儀礼が同時期に転換したことを表している。 

 

第二章 相撲儀礼の転換 ―相撲「節会」から相撲「召合」へ― 

 

 本章では、相撲節会、相撲召合と童・瀧口による臨時相撲を取り上げた。第一章の考察

をもとに、相撲節会では相撲司に編成された雅楽寮が占手・最手勝方勝負楽と左右交互の

奏楽を行い、相撲召合では近衛府が最手と総計の勝方勝負楽を奏する、という奏楽主体と

奏楽内容の違い、場や相撲人、運営主体の相違点を総合して、相撲節会と相撲召合それぞ

れの特徴を導き出した。9 世紀の相撲儀礼のうち、召合の特徴である近衛府の奏楽が見ら

れる事例は、相撲節会とは別に現役の近衛舎人を相撲人として行った臨時の相撲儀礼やそ

の負態であった。9 世紀には相撲節会とは別に相撲召合の起源となる臨時相撲儀礼が存在

し、両儀礼が並存している状況で、宇多朝に至って臨時相撲儀礼が召合と呼ばれ、節会に

代わって年中行事になった。つまり、9 世紀末から 10 世紀初頭にかけて、節会から召合

へと相撲儀礼が転換したのである。9 世紀の童相撲は幼帝のための遊興として、10 世紀以

降は主に東宮や親王の為の臨時相撲行事として行われ、天皇は瀧口の相撲を観覧した。こ

れら臨時相撲行事は、近臣を方人とし殿上人や殿上童を籌刺や舞人とした、昇殿を許され

た人々だけの内々の行事であった。 

 相撲節会の参列者は全官人であり、行列・行進して位階別に整列し拝礼を行うなど、位

階制の礼的秩序を可視的に表現し確認する場であった。相撲召合は、公卿・殿上人も天皇

とともに近衛府による相撲や勝負楽などの芸能を観覧し、飲食をともにすることで、天皇



と公卿・殿上人との人格的つながりを確認する機能があった。童・瀧口の相撲は、昇殿を

許された人々だけの内々の行事であり、天皇や東宮とその場に参加できる限られた一握り

の人々だけが、より限定的かつ濃密な人格的つながりを確認する役割を果たした。相撲儀

礼は三種類あり、それぞれに独自の機能を果たしていたのである。 

 

第三章 歩射の儀礼・行事 

 

 本章では、歩射の儀礼である射礼、賭弓と射場始・殿上賭弓について考察した。8 世紀

には親王以下の全官人が行う歩射を天皇が観閲する「大射」が行われていた。「大射」は

律令軍制が発動される際に指揮官集団・将軍直衛軍になる中央官人の武芸を天皇が検閲す

るという性格を有していたもので、中央官人の射芸の水準維持などの実際的機能を果たし

ていた。延暦年間に軍団兵士制が廃止され律令軍制が解体すると、射礼は衛府の歩射を天

皇が観覧する儀へと変化し、10 世紀以降は公卿の着行のもとに衛府が歩射を行う儀とし

て継承された。正月の賭弓の起源とされた 8 世紀の「内射」は、「大射」のうち兵部省の

管轄である親王以下五位以上の射手だけの歩射儀を指し、本質は射礼であり賭弓のような

勝負の要素はなかった。また、弘仁年間から見られる賭物をかけて勝負をした臨時の遊興

的行事に、正月賭弓の特徴を見いだせることから、これら臨時の行事を背景として正月賭

弓が成立した言える。10 世紀初頭になると、正月賭弓は近衛府による賭弓と勝負楽の奏

楽を天皇と公卿・殿上人が観覧する行事へと展開した。射場始・殿上賭弓においては「中

科」という的中率約半数の基準があり、それを達成した者には内蔵寮や后宮から懸物が与

えられた。この「中科」が記載され管理される「科簡」は公卿・殿上人で構成されている

こと、射場始や殿上賭弓は公卿・殿上人、時には天皇自らが歩射を行う行事であることか

ら、童相撲と同様に、天皇と昇殿を許された人々との限定的な内々の行事であったと言え

る。相撲儀礼のように、10 世紀型の勝負儀礼である正月賭弓は射礼とは別個の臨時の行

事に由来する儀礼であること、歩射儀礼も三種類あり、それぞれに果たした役割や特質が

異なっていることが明らかになった。 

 

第四章 五月五日節会と騎射・競馬 

 

 本章では、弓馬の儀礼である五月五日節会と行幸競馬、騎射手結を取り上げた。8 世紀

における五月五日節会の中心的な内容は天皇が騎射を観閲することにあり、その騎射は正

月の射礼における歩射と同じく律令軍制の指揮官集団・将軍直衛軍になる中央官人の武芸

を天皇が検閲するという性格を有するものであった。律令軍制の解体後、五月五日節会は

騎射の他にも走馬や競馬などの種々の弓馬の内容を含む複合的な儀礼として、四月二十八

日の駒牽、五月五日・六日と、三日間にわたって行われるようになった。三日とも天皇が

四衛府の騎射を観覧したが、いずれも勝負を決するものではなく、五日の騎射が本番で、

駒牽の騎射は五日儀のリハーサルとしての真手結、六日の騎射は真手結の成績で選抜され

た射手による余興であった。駒牽は、節会のための御馬御覧と五日の騎射のための真手結

の場であり、節会準備の最終段階に位置づけられる。五日は臣下貢馬による走馬が行われ

たが、騎射と異なり勝負を決し、翌日または翌年の節会六日に負方が奉献しており、六日



儀は本来、五日儀の走馬の負態であったと言える。その負態的行事である六日に行われた

競馬も勝負を決し、十月に負方の馬寮と衛府が奉献して近衛府が奏楽する負態の宴がもた

れた。従来、10 世紀以降の行幸競馬や近衛府の騎射手結は、節会の複合的要素が分解し

た結果であるととらえられてきたが、行幸競馬は、宇多天皇が節会を行わない年に、仁明

朝の先例を踏襲して挙行した臨時の行事である。9 世紀末～10 世紀前半にかけて節会と

行幸競馬は並存した状況にあり、10 世紀中頃には節会廃絶が決定的になる反面、行幸競

馬は臨時の宮廷儀礼として成立し、摂関の邸宅での行幸競馬や、摂関家における競馬など

多方面に展開していった。騎射手結も、9 世紀には節会の準備であったのに対し、10 世紀

からは節会と関係なく行われる近衛府内部の行事となり、手結の結果は祭使や武芸の行事

に供奉する者の人選や、昇進の際の判定根拠として用いられた。つまり、単に節会の準備

段階が残存したものではなく、儀礼を武芸や奏楽で演出する機関としての近衛府における

技芸水準維持のための行事として、新たに展開した行事であったと言え、その転換点は 9
世紀末から 10 世紀初頭にあったとすることができる。 

 

第五章 八～九世紀における雅楽寮の機能とその変遷 

 

 大宝令施行とともに設置されたと見られる雅楽寮は、従来、9 世紀後半から奏楽機会が

固定化し人員が削減されて衰退したとされ、その要因は近衛府や楽所の奏楽機関としての

発展にあると考えられてきた。だが、近年では 11 世紀までその機能を保持していた実態

が明らかにされ、9 世紀後半衰退論は退けられたが、衰退論の根拠となる 9 世紀後半の人

員削減には言及されていない。この人員削減は日本古来の楽舞の人員において顕著である。

弘仁年間の儀礼の整備に伴い雅楽寮は外来楽を奏楽・教習する機関として再編されたとす

る志村氏の説*7 をふまえれば、日本古来の舞楽人員削減は余剰人員の整理であり、再編の

最終段階と考えられる。雅楽寮が奏楽を担当したのは、律令祭祀と律令国家の国家的仏事、

相撲節会などの節会系の儀礼、大臣大饗など太政官の饗応の三種類であった。これは、雅

楽寮が律令国家の官僚機構の一つであり、雅楽寮の奏楽は太政官―治部省―雅楽寮という

被管関係に基づく機構を媒介とした奉仕にあたる。また、神祇官や治部省―玄蕃寮―僧綱

によって行われる律令祭祀・仏事は、律令国家が国家の安泰を祈願するものであり、雅楽

寮の音楽には参列者の意識と感性を高揚させ一体化する作用と、奉納・供養という形で神

仏に祈願を届ける役割があったと言える。節会系儀礼では位階制にもとづく君臣関係の秩

序が、太政官の饗応では大臣と公卿以下太政官官人との上下関係と職務奉仕の秩序が視覚

的に表現され、その場における雅楽寮の音楽は、聴覚をとおして内面から礼的秩序を確認

させる「礼楽」の機能があったと考えられる。節会系の儀礼のなかには、10 世紀初頭の

儀礼体系の転換によって廃絶するものもあり、雅楽寮は一部の役割を減少させた。しかし、

太政官の饗応の場や行幸、存続した節会などでは引き続き奏楽を担当し、その儀礼が存続

する限りにおいて、位階秩序・太政官内秩序を維持するための奏楽機関としての役割は保

持されたのである。 

 

 

 



第六章 奏楽機関としての近衛府の成立と展開 

 

 本章では、奏楽機関としての近衛府の成立と展開について、雅楽寮と同様に 9 世紀後半

の奏楽機会の峻別とその固定化の基準をもとに考察した。近衛府の奏楽は、鼓吹司と同様

に儀礼で隊列を整える軍楽的演奏にはじまり、衛府の幹部クラスであった軍事氏族の大伴 
・佐伯氏が継承した久米舞や、東国出身の衛府下級官人が継承した東遊などの舞楽の素養

を前提とし、雅楽寮との交流をとおして外来楽の舞楽を習得したと考えられる。近衛府成

立当初から舞楽の奏楽に携わり、神事・祭祀においては東遊を舞い、臨時の相撲と五月六

日競馬の負態、旬宴での奏楽を担った。臨時の相撲や六日の競馬は、近衛舎人が相撲人・

馬騎になった勝負であり、その負態で負方の衛府が奏楽したが、これは 10 世紀以降の勝

負儀礼で奏される、総計勝方勝負楽に連なる奏楽である。後日負方が奏楽する方式が、当

日勝方が勝負楽を奏する方式へと転換するのは 10 世紀初頭のことであり、儀礼体系の転

換に伴い奏楽方式も転換したと考えられる。旬宴の参加者は侍臣であり、節会のように全

官人を対象としたものではなく、天皇と限られた人々との人格的結合を確認する機能をも

っていた。以上から、9 世紀の近衛府が奏楽した場は、王朝国家で宮廷儀礼として行われ

た儀礼に連なるものであり、近衛府が奏楽機関として発展したのは、儀礼体系の転換によ

って奏楽機会が拡大したことによると言える。 

 

第七章 内裏常設楽所と儀礼・行事 

 

 本章では、内裏常設楽所の設置の背景と機能に関する研究を行った。楽所が奏楽に携わ

ったのは、先行研究で取り上げられた御遊の他に、童相撲や殿上賭弓などの臨時の勝負の

儀礼と、賀茂・石清水臨時祭があった。御遊と臨時の勝負儀礼は、天皇と公卿・殿上人と

いう限られた人々との間で管弦の演奏や相撲・歩射の勝負を楽しむ内々の殿上の行事であ

り、天皇と昇殿制に裏付けられた人々との濃密な関係における紐帯を確認・強化していく

役割があった。賀茂・石清水臨時祭は、寛平年間の賀茂臨時祭の成立を始めとする、恒祭

とは異なる天皇の「御願」祭祀であり、奉納する東遊の舞人・陪従は殿上人の中から選ば

れた。また、楽所の内部行事である楽所始や習物の試などの行事の中心は、臨時祭試楽の

ように天皇の御前で奏楽を披露することにあり、楽所は天皇直属の奏楽機関としての特質

があったと言える。楽所別当は蔵人頭と六位蔵人で、楽所の月奏案を六位蔵人平信範が『知

信記』写本の料紙として使用していることから、楽所の月奏作成の責任者が楽所別当六位

蔵人であったことがわかる。臨時祭における舞人定は蔵人頭の仕事であり、舞人の交替の

連絡などの事務処理に蔵人所出納があたるなど、蔵人と蔵人所の関与が随所に見られる。

これは、天皇直属の奏楽機関としての楽所の特質から蔵人が適任であったことと、勤務管

理や行事への参画に別当や事務処理担当として蔵人や蔵人所職員があたることで、行事運

営を円滑に行うためだと考えられ、これこそが楽所新設の直接的理由であったと考えられ

る。 

 

 

 



終章 王朝国家宮廷儀礼の成立と奏楽機関の展開 

 

 本論文の前半部である第一章から第四章の考察結果から導き出される共通点は、いずれ

の儀礼も、9 世紀末から 10 世紀初頭に律令国家の国家儀礼である節会から王朝国家の宮

廷儀礼である勝負儀礼へ、儀礼の体系が転換していることである。節会の内容や機能のま

まに存続したと考えられた行事も、王朝国家の宮廷儀礼に即した形で新たな役割を付与さ

れ展開した行事であった。従来は、相撲節会・射礼・五月五日節会など、律令国家におい

て節会として行われてきた儀礼が 9 世紀に縮小し、10 世紀に入って廃絶・分解・縮小さ

れ、相撲召合や賭弓、競馬などとして行われるようになったと理解され、その背後に律令

国家の衰退過程としての平安中期が描かれていた。しかし、これら三つの勝負儀礼はいず

れも律令国家の節会から成立したものではなく、節会が本来の意義を失い衰退する中で、

新たに催された臨時の儀礼に由来するものである。律令国家の節会は、天皇に対し全官人

が位階に基づいて整列して拝礼し、太政官を頂点とする律令官僚機構によって運営され、

位階制による人格的つながりを確認し、律令官僚機構を媒介とする奉仕を行う、律令国家

の国家儀礼である。それに対して 10 世紀以降の勝負儀礼は、天皇と公卿・殿上人がともに

近衛府の相撲・歩射・競馬などの武芸の勝負や奏楽を観覧する、昇殿制にもとづく人格

的つながりを確認・強化していく儀礼である。この儀礼体系の転換は、王朝国家への国家

体制の転換と、昇殿制という新たな編成原理が導入された宮廷社会の変質と密接に関連し

ているのである。さらに、この転換期と時期を同じくして、天皇と昇殿を聴された限定的

な人々との、より濃密な人格的つながりと精神的紐帯を確認する場としての内輪の行事が

成立した。9 世紀から 10 世紀には①律令国家の国家儀礼、②王朝国家の宮廷儀礼、③殿

上の遊興行事、の三種類の儀礼・行事があり、それぞれに別個の機能を果たし、9 世紀末

から 10 世紀初頭には①から②へと儀礼体系が転換するとともに、新たに③が成立したの

である。 

 後半部である第五章～第七章から、雅楽寮・近衛府・楽所の各奏楽機関と儀礼との関係

を簡潔に整理すれば、【(学位論文本文の表番号)表 20】となる。三つの奏楽機関の奏楽す

る場は、儀礼の類型によって明確に分けられており、儀礼の性格・機能・運営のあり方に

よって、奏楽する機関が決定されているのである。奏楽機関としての役割の違いから、雅

楽寮は律令国家の奏楽機関、近衛府は王朝国家宮廷儀礼の奏楽機関、楽所は天皇直属の奏

楽機関とすることができる。 

律令国家の国家儀礼 王朝国家の宮廷儀礼 殿上の遊興行事

場 豊楽院　武徳殿　など 紫宸殿　摂関邸第など 清涼殿　内裏射場など

参列・参加者 全官人 公卿・殿上人 公卿・殿上人

参加者の立場 列立・拝礼・奉仕 観覧 勝負

奏楽機関 雅楽寮 近衛府 楽所

表20　勝負儀礼の類型と特質

儀礼の名称
相撲節会　射礼
五月五日節会

相撲召合　正月賭弓
行幸競馬

童・瀧口相撲
射場始　殿上賭弓

 

 今後の課題の第一は、儀礼の展開についてである。相撲召合や正月賭弓、行幸競馬など

天皇のもとで宮廷儀礼として行われるものとは別に、院政期には院主催の相撲や競馬など

が行われるようになる。この院主催の行事の成立過程、および宮廷儀礼に対する位置づけ、



という問題がある。また、個別具体的な儀礼研究の積み重ねをとおして、王朝国家宮廷儀

礼の成立の全体像を解明することが必要である。第二は、音楽制度史に関する課題である。

臨時楽所と摂関家の家楽所との関連性や、臨時楽所と院主催の行事の成立との関係を明ら

かにし、院政期に向けた儀礼・行事と奏楽機関の展開を解明したい。 
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